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資料１－２



１ 国土利用計画の体系

目的

基本理念

国土利用計画の策定に関
し必要な事項を定めるとと
もに 、土地利用基本計画
の作成、土地取引の規制
に関する措置、その他土

地利用を調整するための
措置を講ずることにより 、

総合的かつ計画的な国土
の利用を図ることを目的と
する。（法第１条）

国土の利用は、国土が国
民のための限られた資源
であることに鑑み、公共の
福祉を優先させ 、自然環
境の保全を図りつつ 、 地
域の自然的、社会的、経

済的及び文化的条件に配
意して、健康で文化的な生
活環境の確保と県土の均
衡ある発展を図ることを基
本理念として行うものとす
る。（法第２条）

一体作成

整合

即する
基本とする

国土利用計画の基本理念
（第2条）

国土利用計画法に基づく土地利用計画 国土形成計画（全国計画）

全 国 計 画
（第５条）

静岡県計画
（第7条）

市町村計画
（第8条）

県土地利用基本計画
(第9条)

個別土地利用規制法に基づく計画
都市計画、農振計画、森林計画等

静岡県総合計画

市町村基本構想

国土計画制度

国土利用計画法第6条
（国土利用計画の）全国計画以外の国

の計画は、国土の利用に関しては、（国
土利用計画の）全国計画を基本とするも
のとする。

国土利用計画

即する
基本とする

基本とする

適合する

基本とする

広域地方計画
・中部圏広域地方計画
・首都圏広域地方計画

・第四次Ｈ20～Ｈ29

・第五次
Ｈ27改定

予定

・第四次Ｈ20～Ｈ29
・第五次：Ｈ28
改定予定・Ｈ20～Ｈ29

・Ｈ29改定

予定
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・計画図（五地域区分を図面に
ゾーニング）

・計画書（土地利用の基本方向、
土地利用の原則、重複地域の
調整方針等）

・都市計画法、農業振興地域の

整備に関する法律、森林法等

の個別規制法に基づく諸計画

に対する上位計画として土地

利用の総合調整の機能を発揮

・都道府県の区域を五地域に区

分するとともに、五地域ごと

の土地利用の原則、五地域が

重複する地域の土地利用の優

先順位及び土地利用の誘導の

方法等を定める即地的な計画

都市
地域

一体の都市として総合的に開発し、整備
し、及び保全する必要がある地域（都市
計画法に基づく都市計画区域に相当）

農業
地域

農用地として利用すべき土地があり、総
合的に農業の振興を図る必要がある地域
（農業振興地域の整備に関する法律に基
づく農業振興地域に相当）

森林
地域

森林として利用すべき土地があり、林業
の振興又は森林の有する諸機能の維持増
進を図る必要がある地域（森林法に基づ
く国有林の区域又は地域森林計画の対象
となる民有林の区域に相当）

優れた自然の風景地で、その保護及び利
用の増進を図る必要がある地域（自然公
園法に基づく国立公園、国定公園又は県
立自然公園に相当）

良好な自然環境を形成している地域で、
その保全を図る必要がある地域（自然環
境保全法に基づく原生自然環境保全地域
及び自然環境保全地域又は県立自然環境
保全地域に相当）

自然公園
地域

自然保全
地域

静岡県
国土利用計画
（法第７条）

・県土利用の
基本方針を
定める

静岡県土地利用基本計画
（国土利用計画法第９条）

市町村
国土利用計画
（法第８条）

国土利用計画
全国計画

（法第５条）

基本

基本

基本
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２ 土地利用基本計画の位置付け



都市地域、農業地域等の五地域の範囲を図面表示した「計画図」と土地
利用の調整に関する事項等を記載した「計画書」から構成

「計画図」
都道府県の範囲を五地
域に区分し、それを５
万分の１の縮尺の地形
図に表示。個別規制法
の地域・区域の変更に
先立ち変更

変更時期：随時
（通常年１回）

「計画書」
・土地利用の基本方向
・五地域ごとの土地利用の原則
・五地域区分の重複する地域における

土地利用に関する調整指導方針
（土地利用の優先順位、土地利用の
誘導の方法等）

変更時期：国土利用計画改定毎
（概ね10年に１度）

土地利用基本計画
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３ 土地利用基本計画の構成



都市計画法

農振法

森林法

自然公園法

自然環境保全法

個別規制法に基づく諸計画

土地利用基本計画
（国土利用計画法）

個別規制法に対して総合的見地か
ら土地利用の基本方向を示す

・土地利用の基本方向を示す
・土地利用に関する調整指導方針

・土地利用の是非を判断
・具体的な土地利用規制を規定
・計画に基づく施策を実施

各計画の位置付等

（都市計画）

（農業振興地域整備計画）

（地域森林計画）

（公園計画）

（保全計画）

・個別規制法を通じ
て土地利用を誘導

・土地利用基本計画の
基本方向に基づき運用

5

４ 土地利用基本計画と個別規制法との関係



・各個別規制法に基づく地域（都市地域等）に変更要因が発生
◇区域区分(用途地域の拡大等)の見直しによる変更
◇開発行為など個別の行為に伴う変更

・土地利用基本計画図（五地域の区分）を一部変更したい

・個別規制法に基づく区域（都市計画区域等） ・諸計画の変更

土地利用基本計画図の一部変更

・国、市町、各方面の意見を十分に聞き、総合調整を実施（個別規制法）

・五地域の基準に照らして妥当性について検討（国土利用計画法）

区域により
時期は様々

県国土利用計画審議会で審議
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５ 土地利用基本計画の変更手続の流れ
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６ 地域区分別の土地利用基本計画図の変更手続の考え方

都市地域

森林地域

農業地域

自然公園地域

市街化（用途）区域の変更
【都市計画法】

農業振興地域の変更
【農業振興法】

自然公園地域の変更
【自然公園法】

地域森林計画の変更
【森林法】

林地開発行為
許可→完了
【森林法】

土
地
利
用
基
本
計
画
図
の
変
更

【森林法第５条】 森林の現況に変動があり
必要と認めるときは地域森林計画を変更できる。

地域区分 個別法の区域区分変更

自然保全地域の変更
【自然環境保全法】

自然保全地域

個別法の
事前協議

県国土審の対応
●開発許可案件の

事前報告
●審議会意見の森林部局への通知

（必要に応じて現地の改善措置等へ適用）



自然公園地域の縮小

（整理番号１）
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整理番号１ 浜松市 自然公園地域の縮小 ①位置図

9

当該箇所



整理番号１ 浜松市 自然公園地域の縮小 ②公園区域・縮小区域
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自然公園地域の縮小区域（天竜区二俣地内）

【天竜奥三河国定公園の概要】
○区域：静岡・長野・愛知の３県（本県は浜松市）
○面積：全体25,728ha（本県4,838ha）
○指定：昭和44年1月10日
○特徴：自然豊かな多彩な地形地質、天竜川で繋がる渓谷美

天竜奥三河国定公園区域（静岡県分）

天竜峡

秋葉神社

県立森林公園

佐久間ダム
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整理番号１ 浜松市 自然公園地域の縮小 ③区域の現況

全体写真 ①地区内から撮影（北向き）

①

②地区内から撮影（南向き）

②

二俣城址

鳥羽山
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整理番号１ 浜松市 自然公園地域の縮小 ④区域の概要

【天竜奥三河国定公園】

長野、静岡、愛知の３県にまたがり、県内は浜松市が指定されている。

指定：昭和44年１月10日 面積：4,838ha(全体25,728ha)

国定公園：国立公園に準ずる優れた自然の風景地であって、都道府県
の申出により環境大臣が指定するもの

区域概要

都市地域 ３ha
他地域との

重 複

自然公園地域

（縮小） ３ｈａ
変更区域の面積

平成27年１月 国等の関係機関事前調整

浜松市意見聴取

平成27年３月 県環境審議会へ説明

関係機関との

調整状況

（許認可等）

平成23年度から、天竜奥三河国定公園の点検を行ったところ、市街化
が進み自然公園としての資質が低下している地域が存在することが明
らかになった。

天竜川や二俣城址等の景観や自然性への影響がないことが判断され
たため、当該地域を公園区域から削除する。

地域区分の変更理由

平成13年に自然公園法が改正され、生物多様性の観点が盛り込まれ、
静岡県では、「県立自然公園の公園計画作成要領等」を作成し、市街化
が著しい箇所から、順次、公園の見直しを行っている。

地域区分の変更経緯
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整理番号１ 浜松市 自然公園地域の縮小 ⑤公園区域の点検結果

将来的にも住宅地として利用される見込みであり、自然公園として利
用する可能性が見込めない。

住宅密集地となっているが、周囲の森林帯により、近隣の天竜川や鳥
羽山、二俣城址など史跡等の景観や眺望を阻害する恐れがない。

住宅等が密集化し希少な動植物は存在しない。

理 由

公園利用

景観

生態系

（動植物）

判断項目
区域縮小
の評価

NO.

適当３

適当２

適当１

１ 点検の概要

２ 点検の結果（二俣地域）

（１）自然的・社会的状況の変化に対応し、自然公園の風致景観の保全を目的として、生態系（動植物）、景観、
公園利用の観点から、①公園区域②規制計画③施設計画について調査・検証を実施

（２）本自然公園区域については、天竜川地区、秋葉地区、浜北森林公園地区の３つに大きく区分し、重要度の
高い９つのエリアを調査対象箇所に選定した上で点検を実施

（１）点検・見直しの留意事項 ［公園計画作成要領（H14県策定）に基づく］
公園区域の境界に接して、既に市街化が著しく進行する等、自然公園の区域として存続させる意義が薄れ、
公園区域の削除が適当と判断された場合、区域の縮小変更を検討

（２）二俣地域は、都市計画区域が含まれ、住宅地と公園区域が入り組んできているため区域の見直しを実施
（３）調査点検の結果



図の中心位置： 縮尺34.865, 137.808 （北緯,東経） 1:25000

1 浜松市 自然公園地域（縮）3ha  

整理番号１ 浜松市 自然公園地域の縮小 ⑥計画図の変更
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